
甲良町広報番組制作及び放送業務委託 

公募型プロポーザル実施要領【募集期間延長後】 

 

１．業務の目的 

甲良町の魅力を町内外に発信し、ふるさと納税の寄附額の増加、移住定住に繋げる。 

 

２．業務の概要 

（１）業務名   甲良町広報番組制作及び放送業務（以下、「本業務」という。） 

（２）業務内容  仕様書のとおり 

（３）履行期間  契約締結日～令和９年３月 31 日（水） 

（４）提案上限額 委託料：3,300,000 円（消費税および地方消費税を含む） 

※なお、この金額は契約時の予定価格を示すものではなく、仕様書の内容に係る予算規模を

示したものです。優先交渉権者の決定後、提案内容等に基づき、見積書の提出を求めます。 

 

３．プロポーザル方式とその理由 

本業務の実施において、公募型プロポーザル方式（以下「本プロポーザル」という。）に

より、価格による事業者選定ではなく、当該業務に係る企画提案を広く求め、実績・能力等

を総合的に評価したうえで、最も適格と判断される事業者を委託契約の優先交渉権者とし

て選定するため。 

 

４．選定スケジュール（予定） 

実施内容 期日または期限 

ホームページ広告 令和８年５月８日（金） 

質問書の提出期限 令和８年５月１９日（火） 

６月９日（火） 午後５時必着 

質問書への回答 令和８年５月２２日（金） 

６月１２日（金）まで随時 

参加申込書、企画提案書受付期限 令和８年５月２７日（水） 

６月１７日（水）午後５時必着 

参加資格確認結果通知 

兼プレゼンテーション参加通知 

令和８年５月２９日（金） 

    ６月１９日（金） 

午後５時までに電子メール送付 

プレゼンテーションの実施 令和８年６月８日（月） 

６月２６日（金）（予定） 

審査結果等の通知 令和８年６月１０日（水） 



６月３０日（火）（予定） 

契約締結 令和８年６月中旬～下旬 

７月上旬～中旬（予定） 

※スケジュールは予定であり、日程を変更する場合があります。 

 

５．説明会 

  本プロポーザルに関して説明会は実施しない。 

 

６．参加資格 

本業務への応募資格を有する者は次の各号に掲げる全ての要件を満たす法人であって、

当該業務を適切、公正、中立かつ効率的に実施することができる者とします。 

（１）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項の規定に該当し

ない者であること。 

（２）国税及び地方税を滞納していないこと。 

（３）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）の規定に基づく更生手続開始の申立て又は

民事再生法（平成１１年法律第２２５号）の規定に基づく再生手続開始の申立てをして

いる者でないこと。いずれかの申立ての事実がある者にあっては、当該申立てに基づく

更生手続開始の決定又は再生手続開始の決定がなされていること。 

（４）会社法（平成１７年法律第８６号）の規定に基づく清算の開始又は破産法（平成１６

年法律第７５号）の規定に基づく破産手続開始の申立てをしている者でないこと。 

（５）過去５年間で国や地方公共団体で類似業務の実績があること。 

 

７．参加申込の手続き 

（１）提出先 

  「１５．問い合わせ先、書類等の提出先」宛て提出すること。 

（２）提出書類 

① 参加申込書兼誓約書 （様式第１号） 

② 法人等の概要（様式第２号）（パンフレット等がある場合は添付） 

③ 業務実績表(様式第 4 号) 

④ 業務実績を証明する書類（契約書の写し等） 

⑤ 国税及び地方税の未納がないことを証する書類（契約先となる本店又は事業所の所

在地の市町村税（特別区にあっては都税）、及び都道府県税を滞納していないことの

証明書） 

（３）提出方法 

書類をＰＤＦにして暗号化した上で、電子メールにより提出すること。また、必ず電子

メールの到着を電話で確認すること。なお、提出期限までに書類を提出しなかった場合



は、企画提案書を提出することができません。 

（４）提出期限 

令和 8 年 5 月２７日（水）６月１７日（水）午後 5 時（必着） 

 

８．質問及び回答について 

（１）質問の受付 

① 提出期限 

令和８年５月１９日（火）６月９日（火）午後５時（必着） 

② 提出方法 

質問書（様式第３号）に記入の上、「１５．問い合わせ先、書類等の提出先」に電子メ

ールにより提出してください。なお、その際には必ず事務局へ到着確認の連絡を行う

こと。 

（２）質問に対する回答 

令和８年５月２２日（金）６月１２日（金）までに本町のホームページに随時掲載し

ます。 

URL：https://www.kouratown.jp 

   ※質問に対する回答のうち、競争上の地位その他正当な利害を害するおそれがある

ものは掲載しない場合があります。 

   ※回答の公表をもって、本要領又は仕様書その他公表資料と一体のものとして効力

を持つものとして扱う。このため、質問しなかった場合でも必ず確認すること。 

 

９．企画提案書等の提出について 

（１）提出先 

  「１５．問い合わせ先、書類等の提出先」宛て提出すること。 

（２）提出書類 

① 企画提案書(任意様式) 

企画提案書は別紙の「甲良町広報番組制作及び放送業務委託企画提案書作成要領」

及び「甲良町広報番組制作及び放送業務委託評価基準」により項目順に記載すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 



② 見積書(任意様式) 

仕様書に基づき放送に係る費用を、次の区分、項目参考に、用紙サイズ A4 判で費用

見積書（押印必須）を提出すること。 

（２）提出方法 

書類をＰＤＦにして暗号化した上で、電子メール等により提出してください。また、必

ず電子メールの到着を電話で確認すること。 

（３）提出期限 

令和８年５月２７日（水）６月１７日（水）午後５時（必着） 

（４）提出部数 

企画提案書及び見積書は、それぞれ正本を 1 部、副本を１部提出すること。なお、副本

については、提案事業者を類推・特定できる部分、社名やロゴなどを消し、提案者が特定

される事項は記載しないこと。 

 

１０．審査方法 

（１）評価項目および基準は、別紙「甲良町広報番組制作及び放送業務委託評価基準」のと

おり。 

（２）受託候補者の選定方法 

① 契約締結に係る優先交渉権を与える順位は、提出された企画提案書等と提案内容のプ

レゼンテーション（以下「プレゼンテーション等」という。）について、選定委員会に

おいて定めた評価基準に基づき評価を行い決定するものとする。 

② 審査の結果、合計点数が 60%以上の事業者のうち、各委員の採点結果の合計点数が最

も高い事業者を受託候補者として選定する。 

③ 合計点数が同一の場合は、審査基準の審査項目（NO.3～NO.8）が最も高い評価点の

業者を受託候補者として選定する。 

（３）その他 

次に掲げるいずれかに該当した場合には、失格とする。 

項目 単価 数量 金額 

（１）番組制作費    

（２）放送枠料    

（３）広告・パブリシティ費    

（４）その他（二次利用・諸経費等）    

    

小 計  

消費税及び地方消費税（10％）  

合 計  



① 参加申込書又は企画提案書について、提出期限を過ぎて提出された場合 

② 提出書類に虚偽の記載があった場合 

③ 見積金額が、提案限度額を超えている場合 

④ 審査の公平性を害する行為があったと町が認める場合 

 

１１．プレゼンテーション等について 

企画提案内容を確認するため、参加申込者の負担においてオンラインにてプレゼンテー

ション等を実施する。 

（１）日程 令和 8 年６月８日（月）６月２６日（金）（予定） 

（２）方法 google meet（後日、アクセス URL を連絡する。） 

（３）実施時間 計３０分 

① プレゼンテーション等 １５分以内 

② 質疑応答 １５分以内 

 

１２．評価結果の通知について 

評価結果は、参加申込者に対し、参加申込書に記載されたメールアドレス宛に令和 8 年

６月１０日（水）６月３０日（火）までに通知を行う。（予定） 

また、評価結果通知日の翌営業日以降に、本町ホームページにも審査結果を公表する。 

・ 受託候補者の名称、点数 

・ 参加事業者の名称（５０音順） 

・ 受託候補者以外の点数（点数の高い順） 

（受託候補者以外の参加事業者の名称と点数は関連付けない。） 

 

１３．契約に関する基本事項について 

（１）契約方法 

優先交渉権を与える順位の決定後、順位が最も高い者と契約締結の交渉を行う。委託候

補者と本町において、企画提案書をもとに事業内容について協議を行い、甲良町財務規則

（昭和３９年規則第４号）に基づき、予定価格の範囲内で委託契約を締結する。ただし、

本業務目的達成のため、必要な範囲において、個別の協議により契約締結段階において、

項目の追加・変更及び削除を行うことがある。 

なお、契約締結の交渉の結果、合意に至らなかったときは、次に順位が高い者と契約締

結の交渉を行う。 

（２）契約内容 

契約内容は、企画提案書等に基づき、契約を行う者とともに内容を確認のうえ、決定す

るものとする。 

 



（３）契約保証金 

契約締結にあたっては、受注者は甲良町財務規則（平成８年規則第１８号）第１７５条

第１項の規定に基づく、契約保証金を納付しなければならない。ただし、同項各号に該当

するときは免除とする。 

（４）契約締結における個人情報の取り扱いについて 

契約締結に当たっては、別に定める個人情報取扱特記事項に従い、個人情報の保護の重

要性を認識し、この契約による事務を処理するための個人情報の取り扱いに当たっては、

個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報を適正に取り扱わなければならな

い。 

（５）機密保持 

本契約に関連して知り得た業務上の機密情報を第三者に漏らしてはならない。この契

約が終了し、または解除された後についても同様とする。また、本業務遂行に当たっては

「甲良町情報セキュリティポリシー」を遵守すること。 

 

 

１４．その他 

① 企画提案書等は、１者につき１提案とする。 

② 提出された企画提案書等は返却しない。 

③ 提出された書類の訂正・差し替えは認めない。ただし、町から指示があった場合は除

く。 

④ 企画提案書等の作成・提出等に要する費用は、提案者が負担するものとする。 

⑤ 参加申込書の提出後に参加を辞退する場合は、参加辞退届（様式５号）をメールによ

り、「１５．問い合わせ先、書類等の提出先」あて送付すること。なお、その際には必

ず到着確認の連絡を行うこと。 

⑥ 企画提案書等の著作権は参加申込者に帰属する。ただし、本町が本プロポーザルの評

価および議会報告等で必要と判断した場合は、企画提案書等および添付書類の複製作

成および内容を無断・無償で使用できるものとする。 

⑦ 企画提案事業者が１者であっても、本プロポーザルは実施するものとする。 

 

１５．問い合わせ先、書類等の提出先 

〒５２２-０２４４  

滋賀県犬上郡甲良町大字在士３５３番地１ 

甲良町 企画監理課（本庁舎１階） 

電話 ０７４９－３８―５０６１（直通） 

FAX ０７４９－３８－５０７２ 

電子メール bid@town.koura.lg.jp 


